
別紙 5

令和 2年 2月 28日
厚生労働大臣 殿

機関名 国立精神・ネ申経医療研究セ
|シ ン1二|

鵬硼聯 職名岬長 |■ 11■‐

氏 名  水澤 英洋 | ‐  .印

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反

―

い

ては以下のとおりです。

1.研究事業名  障害者政策総合研究事業

2.研究課題名  医療観察法の制度対象者の治療 。支援体制の整備のための研究

3.研究者名  (所属部局 。職名)病院 精神リハビリテーション部、第二精神診療部 部長

(氏名・フ lリ ガナ)平林 直次 。ヒラバヤシ ナオツグ

4.倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   □ ■ 国立精神・神経医療研究センター □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■ □ □

Xl)当 言ク評 牢者 が 当該石弄空 を実 怖す るιr当 た り薄寺す べ き倫 IFF指 斜 に関す る倫理 季 昌会 の審杏 が済 ス′で いる場 合 は 、「審杏済 み |に チ1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会6

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

6.利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 : )

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関 : )

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 : )

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容 : )



号J府氏5

厚生労働大臣
令和 2年  2月 27日

国立精神・神経餞碁赫 セ

'1岩

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名  障害者政策総合研究事業

2.研究課題名  医療観察法の制度対象者の治療・支援体制の整備のための研究

3.研 究 者 名  (所 属 部 局・ 職 名 )国 立精神 。神経 医療研究 セ ンター 精 神保健研 究所

地域・司法精神医療研究部 制度運用研究室 室長

(氏名・フリガナ)河野 稔明 (コ ウノ トシアキ)

4.倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム 。遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   □ ■ 国立精神。神経医療研究センター □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               )
□   ■ □ □

が当該石平牢を堂怖するに当たり樽守すべき倫IIF指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ※1)当 該研究者が当該研究を実施

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

(留意事項) 。該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

6.利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 : )

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関 : )

当研究に係るCOIに ついての報告 。審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由: 〉

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ )霊
（

■ (有 の場合はその内容 :



号」糸氏5

令和 2年 2月 28日
厚生労働大臣 殿

機関名 国立精神。ネ岬 医療

"窪

ヤンタ■

所属研究機関長 職 名 理事長   i‐ |‐  :| || |

氏
争    ‐

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理ヤよつい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名  障害者政策総合研究事業

2.研究課題名  医療観察法の制度対象者の治療 。支援体制の整備のための研究

3.研究者名  (所属部局・職名)病院 第二精神診療部 チーフレジデント

(氏名 。フリガナ)竹田 康二・タケダ コウジ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム 。遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   □ ■ 国立精神・神経医療研究センター □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■ □ □

の で 杏 済 み |に チ

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5。 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

(留意事項) 。該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

6.利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 : )

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関 : )

当研究に係るCOIに ついての報告 。審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 : )

当研究に係るCOIに ついての指導 。管理の有無 有 )□ 無 ■ (有の場合はその内容 :



男J利氏5

厚生労働大臣

機関名 独立行政法人国立病

所属研究機関長 職 名 院長

氏 名

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反

ては以下のとおりです。

1.研究事業名  障豊萱政策総合研究事業

2.研究課題名  医療観察法の

令和 2年 3月 9日

3.研究者名  (所属部局・職名) 心理療法室 主任心理療法士

(氏名・ フ リガナ) 壁屋康洋 (カベヤヤス ヒロ)

4.倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   □ ■ 国立病院機構榊原病院 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■ □ □

※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5。 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 日  未受講 □

(留意事項) 。該当する日にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

6.利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由: )

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関 : )

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 : )

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容 :                 )



別 紙 5

厚生労働大臣 殿
令和2年 3月 3日

機関名 独立行政法人国立病院機構
小諸高原病院

所属研究機関長 職 名 院長

氏 名

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び

ては以下のとおりです。

1.研究事業名  障害者政策総合研究事業

2.研究課題名  医療観察法の制度対象者の治療 。支援体制の整備のための研究

3.研究者名  (所属部局 。職名)  独立行政法人国立病院機構 ガヽ諸高原病院 。副院長

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

4.倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査 した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   □ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   □ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※の □   □ 日 国立病院機構小諸高原病院 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   И □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   □ □ □

※1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 □  未受講 □

6.利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 □ 無 □ (無の場合はその理由 : )

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 □ 無 □ (無の場合は委託先機関 : )

当研究に係るCOIに ついての報告 。審査の有無 有 □ 無 □ (無の場合はその理由 : )

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 霊
小

)□ 図 (有の場合はその内容 :

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。
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厚生労働大臣 殿
令和 2年 2月 26日

機関名 国立病院機構琉球病院

所属研究機関長 職 名 院長  縦 審』nF褒

氏 名 福治康業壁菫菫塞
次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及

ては以下のとおりです。

1.研究事業名  障害者政策総合研究事業

2.研究課題名  医療観察法の制度対象者の治療・支援体制の整備のための研究

3.研究者名  (所属部局 。職名) 医局 副院長

(氏名・ フリガナ) 大鶴 卓 。オオツル タク

4.倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査 した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   □ ■ 国立病院機構琉球病院 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■ □ □

″ り薄 守す べ 理拳 目会の審杏が済んでいる場合は、「審査済み |にチ(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、

その他 (特記事項 )

き倫理指針に関する倫理委員
「未審査」にチェックすること。

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

6.利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 : )

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関 : )

当研究に係るCOIに ついての報告 。審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 : )

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 笹
¨

)■ (有の場合はその内容 :



厚生労働大臣 殿

令和 2年 3月 31日

国立大学法人東京医科歯科大学機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

学  長

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益

ては以下のとおりです。

1.研究事業名  障害者政策総合研究事業

2.研究課題名  医療観察法の制度対象者の治療 。支援体制の整備のための研究

3.研究者名  (所属部局・職名)大 学院医歯学総合研究科・教授

(氏名 。フリガナ)岡田 幸之  (オカダ タカユキ)

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項)

4.倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) □   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等

の実施に関する基本指針
□   ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               )
□   ■ □ □

※1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※ 3)廃 止前の「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6.利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 : )

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関 :
)

当研究に係るCOIに ついての報告 。審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 : )

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 □ )有 無 ■ (有の場合はその内容 :

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。
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厚生労働大臣 殿
令和 2年 3月 10日

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

t::1ニニ壼:l:をLI二二1

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名  障害者政策総合研究事業

国立大学法人

学長

研究課題名  医療観察法の制度対象者の治療 。支援体制の整備のための研究2.

3. 研究者名  (所属部局・職名) 社会精神保健教育研究センター・教授

(氏名 。フリガナ) 五十嵐 禎人 (イ ガ

4.倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※2)

ヒトゲノム 。遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) □   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■ □ □

※1)当該研究者が当該研究を実柿するに当たり薄守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項)

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※3)廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

(留意事項) 。該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

6.利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 : )

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関 : )

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 :
)

当研究に係るCOIに ついての指導 。管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容 :                 )
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厚生労働大臣 殿
令和 2年 2月 28日

機関名 国立精神。ネ申経医療研究センタ|ァ :

所属研究機関長 職 名 理事長    :  ': | |

氏 名  水澤 英洋 ■|‐ ■■■:E口‐
11.    :■ :´ ■ rll

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名  障害者政策総合研究事業

医療観察法の制度対象者の治療 。支援体制の整備のための研究2.研究課題名

3.研究者名  ( 所属部局・職名)病院 精神 リハビリテーション部 臨床心理室 室長

(氏名・フリガナ)今村 扶美 。イマムラ フミ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム 。遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   □ ■ 国立精神・神経医療研究センター □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■ □ □

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6.利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 : )

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関 : )

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由:
)

当研究に係るCOIに ついての指導 。管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容 :                 )

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

―」


